
○

証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
四
十
年
大
蔵
省
令
第
六
十
号
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
状
況
に
つ
き
是
正
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
）

（
業
務
の
状
況
に
つ
き
是
正
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
）

第
十
条

法
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次

第
十
条

法
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

法
第
二
条
第
八
項
第
五
号
又
は
第
六
号
の
行
為
に
よ
り
債
券
（
同
条
第
一

（
新
設
）

項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
同
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ

つ
て
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性

質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
取
得
さ
せ
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
際

に
、
当
該
債
券
の
取
得
又
は
買
付
け
の
申
込
み
の
期
間
中
に
生
じ
た
投
資
判

断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
事
象
に
つ
い
て
、
個
人
で
あ
る
顧
客
に
対
し
て

説
明
を
行
つ
て
い
な
い
状
況
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